
 

愛知県文化部活動感染症対策事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 愛知県文化部活動感染症対策事業費補助金（以下「補助金」という。）は、高等学

校等の生徒が新型コロナウイルス感染症の予防対策を十分に行い、安心して文化部活動を

行うことができるよう、愛知県高等学校文化連盟が行う感染症予防対策事業にかかる経費

に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、愛知県補助金等

交付規則（昭和55年愛知県規則第8号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 

（補助の対象及び補助率） 

第２条 この補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

 

（申請手続） 

第３条 規則第３条に規定する申請書及び添付書類は次の各号に掲げるものとし、その提出

部数は各１部とする。 

（１）愛知県文化部活動感染症対策事業費補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）補助の対象となる事業計画書（様式第２号） 

（３）その他知事が別に定める書類 

 

（申請の取下げ） 

第４条 規則第７条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から１５日

以内とし、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

（計画変更の承認） 

第５条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という）は、補助事業の内容を変更しよう

とする場合は、あらかじめ変更交付申請書（様式第３号）に変更事業計画書（様式第４号）

を添えて知事の承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条

件を付することがある。 

 

（補助事業の実施期間） 

第６条 補助金の交付の決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の実施期間は、当年



度中（本要綱の施行の日から翌年３月３１日まで）とする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第７条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合においては、知事の承認

を受けなければならない。 

 

（事業遅延の報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合

はその理由、又は補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した

書類１部を知事に提出して、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第13条に規定する実績報告書及び添付書類は次の各号に掲げるものとする。 

（１） 愛知県文化部活動感染症対策事業費補助金実績報告書（様式第５号） 

（２） 補助の対象となる事業報告書（様式第６号） 

（３）支出を証する書類の写し 

（４）その他知事が別に定める書類 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含

む。以下同じ。）の日から起算して２０日を経過した日又は翌年度４月５日のいずれか早

い期日までとする。 

 

（補助金の交付） 

第10条 補助金は、当該事業の完了後に交付する。但し、知事が特別の理由があると認めた

場合は、その全部又は一部を概算払、又は前金払により交付することがある。 

 

（決定の取消し） 

第 11 条 知事は、規則第 16 条に規定するもののほか、補助事業者が次の各号の一に該当す

る場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

（１）補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき 

（２）補助事業を中止し、若しくは廃止したとき 

 

（財産の管理） 

第12条 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、補助事業の完了したのち

においても善良な管理者の注意をもって使用し、その効率的運営を図らなければならな



い。 

 

（財産の処分の制限） 

第 13 条 規則第 20 条ただし書きに規定する知事が定める期間は、「減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）」に定められている期間は又はそれに準ず

るものと認められる期間とする。 

２ 規則第20条第２号に規定する知事の定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価

50万円以上のものとする。 

３ 補助事業者が規則第20条の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があっ

たときは、知事はその交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがあ

る。 

 

（その他） 

第 14条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月１４日から施行する。 

 

 

  



 

 

別表 

区分 対象経費 補助率 

１ 

予防対策用品 
新型コロナウイルス感染症予防対策のた

め 

・各専門部が県大会等（※）の運営にあた

り使用する感染予防対策用品の購入費 

・各専門部が文化部活動の練習用として高

等学校等に配付する感染予防対策用品の購

入費等 

１専門部あ

たり 50 万円

を上限とす

る定額 

２ 

会場使用料 
各専門部が開催する県大会等（※）にお

ける、３つの密（密閉・密集・密接）を避

けるために必要な会場使用料 

 

※県大会、支部大会（展）、講習会、研修会、選手権大会、新人大会、発表会など 

文化部活動の競技、発表を行うもの 

 

 


